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公 告 

 

   大規模小売店舗の変更に関する届出 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により、次のとおり

大規模小売店舗の変更の届出があった。 

 ついては、当該届出を次のとおり縦覧に供する。 

 なお、法第８条第２項の規定により、この公告に係る大規模小売店舗を設置している者がその周辺の地域の

生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、兵庫県に対

し、意見書を提出することにより、これを述べることができる。 

令和８年５月15日 

            兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称 しもさかべＳｈｏｐｐｉｎｇＣｅｎｔｅｒ 

所在地 尼崎市下坂部三丁目８番、９番の一部、10番の一部 

２ 大規模小売店舗を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

名称               住所                  代表者の氏名 

三菱ＨＣキャピタルエステート   東京都千代田区丸の内一丁目６番５号   北 原 克 哉 

プラス株式会社 

３ 変更事項 

大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

 (1) 変更前 

名称               住所                  代表者の氏名 

  三菱ＨＣキャピタルエステート   東京都千代田区丸の内一丁目６番５号   野々口   剛 

プラス株式会社 

 (2) 変更後 

名称               住所                  代表者の氏名 

  三菱ＨＣキャピタルエステート   東京都千代田区丸の内一丁目６番５号   北 原 克 哉 

プラス株式会社 

４ 変更年月日 

令和８年４月１日 

５ 届出年月日 

  令和８年４月23日 

６ 届出及びその関係書類の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

   兵庫県まちづくり部都市計画課 

(2) 縦覧期間 

  令和８年５月15日から４月間 

兵庫県公報 
発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗） 令和８年５月15日 金曜日  第 719 号 



令和８年５月15日 金曜日   兵 庫 県 公 報          第 719 号 

2 

７ 意見書の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限 

令和８年９月15日 

(2) 提出先 

兵庫県まちづくり部都市計画課 

   〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 
 

正 誤 

 

○令和８年５月１日付け（兵庫県公報第715号） 
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１ 上から３ 
行政手続法に基づく聴聞の実施（林

務課）…………………………… ３ 

行政手続法に基づく聴聞の実施（建

築指導課）……………………… ３ 

 

 

 


